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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
「
年
金
記
録
」
の
「
三
百
十
万
件
廃
棄
事
故
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
昨
年
六
月
二
十
八
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
、
同
年
十
月
十
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
等

に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
等
が
御
指
摘
の
「
五
十
一
万
件
」
を
含
め
た
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
台
帳
（
以
下
「
旧
台
帳

」
と
い
う
。
）
の
保
管
状
況
を
調
査
す
る
旨
答
弁
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
本
年

六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
旧
台
帳
の
年
金
手
帳
記
号
番
号
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
（
以
下
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
」
と
い
う
。

）
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
、
過
去
の
資
料
等
に
つ
い
て
改
め
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
作
業
及
び
過
去
の
資
料
等
の
調
査
を

行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
の
倉
庫
に
お
い
て
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
の
職

員
が
「
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
台
帳
の
引
渡
し
及
び
廃
棄
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
七
年
四
月
十
四
日
付
け
庁
業
発
第
四

百
九
十
四
号
）
に
係
る
決
裁
文
書
（
以
下
「
廃
棄
等
決
裁
文
書
」
と
い
う
。
）
を
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
作
業
等
に
よ
り
、
本
年
九
月
上
旬
に
実
際
に
保
管
さ
れ
て
い
る
旧
台
帳
の

一



件
数
が
判
明
し
、
廃
棄
等
決
裁
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
旧
台
帳
の
一
部
の
廃
棄
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本

年
九
月
九
日
の
「
年
金
記
録
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
り
、
保
坂
展

人
衆
議
院
議
員
に
報
告
し
な
か
っ
た
こ
と
に
特
段
の
意
図
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
同
議
員
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
、

同
議
員
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
同
閣
僚
会
議
に
お
い
て
配
布
さ
れ
た
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
五
十
一
万
件
廃
棄
」
に
つ
い
て
も
、
今
回
発
見
し
た
廃
棄
等
決
裁
文
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
坂
野
社
会
保
険
庁
長
官
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
昨
年
六
月
二
十
八
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
及
び
同

年
十
月
十
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
行
っ
た
、
「
五
十
一
万
件
廃
棄
」
に
つ
い
て
内
部
資
料

に
記
載
さ
れ
て
い
る
旨
の
答
弁
、
並
び
に
本
年
九
月
十
八
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ

ー
所
長
が
行
っ
た
、
「
五
十
一
万
件
廃
棄
」
に
つ
い
て
廃
棄
等
決
裁
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
旨
の
答
弁
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
柳
澤
厚
生
労
働
大
臣
の
答
弁
は
、
被
保
険
者
に
関
す
る
原
簿
の
廃
棄
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
考
え
方
を
述
べ
た

二



も
の
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
五
十
一
万
件
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
昭
和
三
十
二
年
当
時
既
に
死
亡
し
て
い
る
者
や
資

格
を
喪
失
し
た
ま
ま
の
高
齢
の
者
に
係
る
記
録
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
録
に
つ

い
て
は
、
原
簿
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
性
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
廃
棄
が
厚
生
年
金

保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
八
条
の
趣
旨
に
反
す
る
と
は
、
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
考
え
る
。
な

お
、
こ
れ
ら
と
同
一
の
情
報
を
有
す
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
名
簿
を
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
二
百
六
十
万
件
」
に
つ
い
て
も
、
紙
の
原
簿
が
廃
棄
さ
れ
る
前
に
磁
気
テ
ー
プ
化
が
行
わ
れ
、
社
会
保
険
オ

ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
上
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
紙
の
原
簿
の
廃
棄
が
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
八
条
の
趣
旨
に
反
す
る
と

は
、
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
考
え
る
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
三
百
十
万
件
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
と
同
一
の
情
報
が
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
名
簿
や
社
会
保
険
オ
ン

ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
上
に
収
録
さ
れ
て
保
管
さ
れ
て
お
り
、
年
金
受
給
者
等
に
不
利
益
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い

る
。

三



十
に
つ
い
て

旧
台
帳
の
保
管
状
況
に
つ
い
て
は
、
�
添
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
に
よ
り
、
調
査
を
行
い
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
回
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
作
業
の
結
果
等
に
つ
い
て
も
、
本
年
九
月
九
日
の
「
年
金
記
録
問
題
に

関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
に
お
け
る
報
告
の
後
、
こ
れ
を
公
表
す
る
な
ど
、
情
報
の
公
開
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
昨
年
十
二
月
に
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
委
員
に
よ
り
旧
台
帳
の
保
管
倉
庫
の
視
察
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
本
年
四
月

に
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
委
員
に
よ
り
同
倉
庫
の
視
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

四


